
Ⅱ 報告 

第３「神戸市土砂の埋立等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則」の一部改

正（案）に関する意見募集手続きについて 

 
１．改正の趣旨 

神戸市土砂の埋立等による不適正な処理の防止に関する条例（以下「土砂条例」と

いう。令和 2 年 11 月施行。）では、不適正な土砂埋立を防止し、市民の生活環境・自

然環境を保全するため、一定規模（事業面積 1,000 ㎡以上）の土砂埋立に事前許可を

義務付けるとともに、大規模埋立事業については、事業の適正な履行を保証するため

保証金の預託を義務付けています。 

このたび、不適正な土砂埋立行為のより一層の未然防止のため、土砂条例施行規則

の改正を行います。 

 

２．施行予定 

・周知期間を経て 2025年７月に施行予定 

 
３．意見募集の方法等 

(1) 意見募集期間 

2024年 9月 24日（火）から 2024年 10月 24日（木）まで 

(2) 資料の閲覧 

意見募集期間中、次の場所で閲覧に供します。 

・環境局事業系廃棄物対策課 

・市長室市民情報サービス課 

・各区役所地域協働課、須磨区役所北須磨支所、西区役所玉津支所 

※ 上記のほか、神戸市ホームページにおいて閲覧に供します。 

(3) 意見の提出先及び提出方法 

・提出先  ： 環境局事業系廃棄物対策課 

・提出方法 ： 郵送、FAX（078-595-6250）、直接持参 

電子メール（sanpaisinsa@office.city.kobe.lg.jp） 

神戸市ホームページ(意見募集)上の意見送信フォームによる提 

出のいずれか 

 
４．意見募集後の予定 

いただいたご意見に対し、神戸市ホームページで一括して神戸市の考え方を公表し

ます。 
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神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例（以下「土砂条

例」。令和 2 年 11月施行。）では、不適正な土砂埋立を防止し、市民の生活環境・

自然環境を保全するため、一定規模（事業面積 1,000m2以上）の土砂埋立に事前許

可を義務付けるとともに、大規模埋立事業については、事業の適正な履行を保証す

るため保証金の預託を義務付けています。 

このたび、不適正な土砂埋立行為のより一層の未然防止のため、土砂条例施行規

則の改正を行います。 

2025年 7月 1日 

 

１． 許可対象外事業の見直し（土地改良事業の一部を許可対象に追加） 

・土地改良法に規定する土地改良事業のうち共同施行（土地改良法第 95 条第 1項

及び第 95条の 2第 1項の認可を得て行う事業）を土砂条例の許可の対象事業に改

定する（ただし、保証金預託義務については対象外とする）。 

 

２． 保証金預託義務の対象範囲の見直し（面積要件の引き下げ） 

・保証金預託義務の対象となる事業区域の面積について、「50,000平方メートル以

上（緑地の保全区域または緑地の育成区域は 25,000平方メートル以上）」から

「10,000平方メートル以上（緑地の保全区域または緑地の育成区域は 5,000平方

メートル以上）」に改定する。 

 

３． 搬入土砂検査結果報告書の見直し（計画土量・累積土量を報告事項に追加） 

・搬入土砂検査結果報告書（様式第 15号）について、「計画土量」及び「累計土

量」の項目を追加する。 

改正の目的 

施行規則案の概要 

神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例施行規則

の改正 

施行予定日 
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